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 新潟市民病院事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定める。

  令和７年４月２日

                      新潟市病院事業管理者 大谷 哲也

新潟市民病院管理規程第５号

   新潟市民病院事務専決規程の一部を改正する規程

 新潟市民病院事務専決規程（平成２０年新潟市民病院管理規程第３号）の一部を次のよ

うに改正する。

 別表第１（３）の表中

「

 （１４） 工事費

  ア 経費の執行 ３，０００万円以

上１億円未満

３，０００万円

未満

  イ 契約の締結 ２５０万円以下

」

を

「

 （１４） 工事費 ３，０００万円以

上１億円未満

３，０００万円

未満

」

に改め、同表４中（２）の項を削り、（３）の項を（２）の項とし、（４）の項から（１

３）の項までを１号ずつ繰り上げる。

   附 則

 この規程は、公布の日から施行し、改正後の新潟市民病院事務専決規程の規定は、令和

７年４月１日から適用する。


